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～富津市タクシー運賃助成事業を拡充しました～ 
 富津市では、運転免許証を保有していない高齢者等や自動車の運転が一時的

に困難になる妊産婦の方を対象に、タクシーの利用費用の一部を助成する事業

を実施しています。令和２年度まで、１回の乗車につき１人１枚までの利用でし

たが、令和３年度から、１回の乗車につき１人２枚（利用券１枚につき 500円

を助成）までの利用ができるよう事業を拡充しました。 

 

【お得な利用方法】 

 タクシー券は、ご家族やご近所のお友達等複数の登録者と相乗り利用をする

ことでお得に利用できます。 

～相乗り利用例～ 

・ちょっと遠くにお買い物（片道 4,000円程度）の場合、３人で乗り合い、１

人２枚ずつ利用すれば、少ない負担で済みます。 

 

 このように場所・人数・費用を考えながらタクシー券を利用すると、とてもお

得になります。この機会にぜひ、相乗りでの利用をご検討ください。 

 

【料金の目安】 

・JR青堀駅から県立富津公園（約 5.1km）→約 1,900円（３人で１枚ずつ利

用すれば、400円の自己負担） 

・JR上総湊駅から峰上出張所（約 6.4km）→約 2,400円（２人で２枚ずつ利

用すれば、400円の自己負担） 

 

【申請方法】 

 助成対象者の要件に該当し、タクシー券の交付を希望する場合は、申請書（市

ホームページからダウンロード可）に必要事項をご記入いただき、郵送または下

記窓口に提出してください。 

【申請先・お問い合わせ先】 

〒293-8506 富津市下飯野 2443番地 

富津市役所企画課公共交通係（80-1229） 

（天羽行政センター・峰上出張所でも提出可。） 

ふっつし公共交通ニュース 


